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ケ その他

伐木補償、土地の復旧など必要な費用とする。

③ 業務管理費

業務管理費は、純調査費のうち、直接調査費、間接調査費以外の経費であり、土質試験等の専門調査業に

外注する場合に必要となる経費、業務実績の登録等に要する費用を含む。なお、業務管理費は、経費につい

て、一般管理費等と合わせて諸経費として計上する。

ただし、業務管理費は、諸経費率算定の対象額としない。

（２）一般管理費等

当該調査を実施する企業の経費で、一般管理費及び付加利益である。

① 一般管理費

一般管理費は、当該調査を実施する企業の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利

費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減

価償却費、租税公課、保険料、雑費等を含む。

② 付加利益

不可利益は、当該調査を実施する企業を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株

主配当金、役員賞与金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証料、その他の営業外費用等を含む。

２ 解析等的調査業務費

解析等調査業務費は、一般調査業務による調査資料等に基づき、解析、判定、工法選定等高度な技術力を要す

る業務を実施する費用である。

なお、業務内容は、Ⅱ地質調査第２章に定めるとおりとする。

３ 消費税等相当額

消費税等相当額は、消費税等相当分とする。

１－３ 適用に当たっての留意事項

１ この歩掛は、標準的な歩掛を示したものであって、目的とする調査内容がこの歩掛にそぐわないもの、又はこ

の歩掛に計上されていないものについては、他の類似の歩掛、市場価格等を勘案し、適正な歩掛を用いて積算す

ることができる。

２ 外業にかかる調査について、自動車下車地点から調査現場までの徒歩区間が30分を超えて１時間未満の場合に

は、外業にかかる歩掛を10％（更に30分増すごとに10％）増すことができるものとする。

１－４ 地質調査業務費の積算

地質調査業務費は、次の積算方式によって積算する。

地質調査業務費 ＝（一般調査業務費＋解析等調査業務費）＋消費税等相当額

なお、一般調査業務費及び解析等調査業務費の積算は、次によるものとする。

１ 一般調査業務費

一般調査業務費＝直接調査費＋間接調査費＋諸経費

（１）直接調査費は、この歩掛に示したもののほか、Ⅱ地質調査第１章の第２から第６の各業務について、原則と

して、一般的に用いられる建設資材に関する物価資料（以下「物価資料」という。）に掲載されている市場単価

（実勢価格）を用いて積算するものとする。

なお、これにより難い場合には、見積りによることができる。

（２）間接調査費は、１－２－２の１（１）②のアからケに掲げるものを積上げ積算するものとし、Ⅱ地質調査第

２章の第７の業務に該当するものについては、市場単価により積算するものとする。

また、施工管理費については、次の計算式により積算するものとする。

施工管理費＝直接調査費×0.007

（３）諸経費は、表１－１により対象額（直接調査費＋間接調査費）に応じて設定されている諸経費率を、当該対

象額に乗じて得た額とする。



積算要領- 7

表１－１ 諸経費率標準値

対 象 額 100万円以下 100万円を超え3000万円以下 3000万円を超えるもの

下記の率とする (注)１.の算定式により求めら 下記の率とする

適用区分等
れた率とする。ただし、変数

値は下記による

Ａ ｂ

率又は変数値 ８２．５％ ２９０．２ －０．０９１ ６０．６％

（注）１．算定式

Ｚ＝Ａ×Ｙb

ただし、 Ｚ：諸経費率（単位：％）

Ｙ：対象額（単位：円） （直接調査費＋間接調査費）

Ａ、ｂ：変数値

２．諸経費率の値は、小数点以下２位を四捨五入して、小数点以下１位止めとする。

２ 解析等調査業務費

解析等調査業務費は、Ⅱ地質調査第２章解析等調査業務に定めた内容に留意し、次式により算定する。

解析等調査業務費 ＝ 直接人件費＋直接経費＋その他原価＋一般管理費等

（１）直接人件費の算出

ア 直接人件費は、この歩掛に示したもののほか、「Ⅱ地質調査業務第２章解析等調査業務」により積上げ積

算するものとする。

（２）直接経費（積上計上分）

直接経費は、業務処理に必要な経費とし、次に示すものとする。

直接経費は、次の各項目について、積上げ積算するものとし、旅費交通費については、第６部「旅費交通費」

により積算するものとする。

なお、電子成果品作成費については、第２章第９により積算するものとする。

① 旅費交通費

② 電子成果品作成費

③ 電子計算機使用料及び機械器具損料

④ その他

（３）その他原価

当該業務担当部署の事務職員の人件費及び福利厚生費、水道光熱費等の経費及び各項目以外の必要経費とし、

次式により算定した額の範囲内とする。

その他原価 ＝（直接人件費×α）／（１－α）

ただし、αは解析等調査原価（直接経費の積上計上分を除く）に占めるその他原価の割合であり、３５％とする。

（４）一般管理費等

一般管理費等は次式により算定した額の範囲内とする。

一般管理費等 ＝（解析等調査原価×β）／（１－β）

ただし、βは解析等調査業務費に占める一般管理費等の割合であり、３５％とする。


